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○ 議案書配布対象：ＩＭＰＤ雇用の社員（非組合員含む）・技能社員・メイト社員 

・エルダースタッフ 

○ 組合員の方は、議案書を一読の上、限定 VOICE（動画配信）をご視聴ください。 

 

三越伊勢丹グループ労働組合 

三越伊勢丹プロパティ・デザイン支部 

2023 年 6 月支給賞与  

議案書（案） 
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＜三越伊勢丹プロパティ・デザイン支部大会 議事日程＞ 

 

1. 大会運営委員紹介  支部書記長 

2. 資格審査報告  運営委員長 

3. 書記任命   議長 

4. 開会宣言   議長 

5. 議事日程発表       運営委員長 

6. 議題 

 

＜第一号議案＞ 

① 2023年 6月支給賞与要求案について 

② 2023年度賞与交渉にあたっての業績評価指標について 

 

7. 委員長挨拶      支部執行委員長 

8. 閉会宣言       議長 

 

日時など  

調整中 

 

構成員   支部大会代議員・本部執行委員・支部執行委員・監査委員 
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Ⅰ．私たちを取り巻く環境                          【報告事項】 

１．三越伊勢丹グループの 2022年度業績について（第 3四半期終了時点） 

・ グループの総額売上高については、入国時の水際対策緩和の効果もあり、特に免税売上が伸びてい

るなど、昨年度を上回る 8,196億円となりました。 

・ 構造改革による経費削減は､年間計画▲57 億円に対して、▲49億円まで進捗しています。 

・ これらの結果を踏まえ、グループの営業利益については、第 3四半期終了時点において、昨年度を

上回る 245億円の結果となりました。 

・ 第 3四半期の業績を踏まえ、2022年度の通期の業績見込みについては、営業利益が、第 2四半期時

点より 20億円の上方修正をした 260億を予定しています。（※22年度の決算発表は 5月 9日予定） 

 

① 三越伊勢丹グループ（連結） 第３四半期業績（4月～12月） 

（単位：百万円） 
第３四半期業績結果 

通期見込み 
実績 前年差 前年比 

総額売上高 819,612 138,151 120.3％ 1,080,000 

売上高 367,194 52,543 116.7％ 490,000 

売上総利益 215,927 33,584 118.4％ 
 

販管費 191,374 12,039 106.7％ 

営業利益 24,552 21,545 816.4％ 26,000 

 

② 三越伊勢丹グループ百貨店事業会社 総額売上高状況 (4月～12月) 

（単位：百万円） 総額売上高 前年差  総額売上高 前年差 

三越伊勢丹 454,693 93,016 新潟三越伊勢丹 26,696 614 

札幌丸井三越 40,849 5,678 広島三越 8,789 129 

函館丸井今井 4,560 97 高松三越 16,319 664 

仙台三越 20,398 846 松山三越 4,074 186 

名古屋三越 42,925 989 岩田屋三越 82,495 9,661 

静岡伊勢丹 11,962 429  

 

③ ㈱三越伊勢丹 店舗別総額売上状況 (4月～12月) 

（単位：百万円） 総額売上高 前年差  総額売上高 前年差 

新宿本店 242,845 56,840 立川店 22,526 1,913 

日本橋本店 105,247 18,223 浦和店 27,936 1,533 

銀座店 56,138 14,504 三越伊勢丹計 454,693 93,016 

※数値については、三越伊勢丹グループ第 3四半期業績発表数値より抜粋 
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２．ＩＭＰＤの 2022年度業績について （第 3四半期終了時点） 

 ＩＭＰＤの第 3 四半期までの業績については、売上高：8,218 百万円、営業利益：△468 百万円

の結果となり、売上高・営業利益ともに当初予算に未達の状況となりました。 

 一方で、虎ノ門プロジェクトなどの大型案件の取り組み推進、グループ連邦戦略の推進による案

件数拡大などにより、売上高においては、前年比プラスで推移しています。 

 2022 年度の傾向としては、クライアントの都合やグループ内リモデル案件の延期などにより、

計画のズレに伴う計上の遅れや、世界的な物価高に伴う原材料費の高騰の影響を受けており、事

業計画が当初の予定通りになっていない状況もあります。 

 2022 年度通期の業績見込みについては、営業の強化を図ることや、年度内での計上に向けた取

り組みを推進することに注力するものの、上記の影響も踏まえ、営業利益として約 100百万円の

黒字での着地（当初予算：600百万円）を見込んでいます。 

 

 

① 各事業の状況 
事業 状況 

建装事業 虎ノ門プロジェクトなど、大型案件含め、取り組みがより活発化しています。 

ＰＭ事業 

グループ内案件として、首都圏の百貨店の案件や、名古屋や徳島といった地域の案

件も取り組んでいます。外部営業についてもノウハウを活かした内装監理案件の引

き合いもすすんでいます。 

住環境事業 外商との連携がすすみ、利益率の高い案件も受注できています。 

 

 

②  第 3四半期全社業績（4～12月） 

（単位：千円） 実績 予算比 前年比 

売上高 8,218,495 72.6％ 117.9％ 

売上原価 8,385,852 75.7％  123.6％ 

営業総利益 △163,301 － － 

販管費 304,735 93.9％ 121.2％ 

営業利益 △468,037 － － 

 

 

③  環境創造事業部 事業別売上高実績（4～12月） 

（単位：千円） 売上高 予算比 前年比 

建装事業 6,696,765 73.6％ 112.2％ 

ＰＭ事業 1,066,029 61.2％ 135.0％ 

住環境事業 455,702 94.5％ 211.8％ 
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Ⅱ. 2023年 6月支給賞与の要求内容について   【審議決定事項】 

 

１．要求水準の考え方について 

１）2022年度賞与交渉の前提認識 

 2022 年度の年間賞与については、前回の 12 月賞与限定メンバーズＶＯＩＣＥにおいて、2021

年度に引き続き、三越伊勢丹グループの状況とＩＭＰＤの状況を踏まえた交渉を前提とすること

をお伝えしてきました。 

 三越伊勢丹グループの業績は、2 度の上方修正をおこなうなど、百貨店の業績回復などにより、

好調に推移しています。 

 ＩＭＰＤは、紛争による世界情勢の不安や、原材料価格の高騰による影響、グループ内外の案件

における計画変更の影響などから、営業利益において、当初予算に未達の状況となっています。 

 

２）具体的な水準設定の考え方ついて 

 賞与の水準については、ＩＭＰＤの業績として、営業利益予算が未達の要因として、計画の変更

に伴う計上の期ズレや計画の縮小、原材料価格の高騰による利益への影響など、外的な要因が中

心だったことを考慮した上で要求すべきと考えています。 

 上記の計上の期ズレによる案件（売上高：約 25億円分）については、23年度中に計上されるこ

とがほぼ確定しており、それらについては、営業や見積もり、設計など、2022 年度中から取り

組んできたことも含めて成果と捉えるべきと考えています。 

 従って、グループ業績の状況も踏まえる中で、23 年 6 月賞与については、基本となる賞与支給

表から減額はおこなわず、22年 12月賞与と同様に、社員の各ステージとメイト社員、エルダー

スタッフ含め、支給表通りの要求をおこないます。 

 

 

【22年度年間賞与（22年 12月・23年 6月）支給ヶ月】 ※23年 6月は要求水準 

 2022年 12月支給ヶ月 2023年 6月支給ヶ月 年間支給ヶ月 

ステージＢ 
 

2.00 ヶ月 

 

平均 2.50 ヶ月 平均 4.50 ヶ月 

ステージＣ２ 

 

平均 2.13 ヶ月 

 

平均 2.29 ヶ月 平均 4.42 ヶ月 

ステージＣ１・Ｃｔ 
（※Ctは2022年度以前入社） 

 

平均 2.02 ヶ月 

 

平均 2.08 ヶ月 平均 4.10 ヶ月 

メイト社員 
 

平均 1.20 ヶ月 

 

平均 1.30 ヶ月 平均 2.50 ヶ月 

エルダースタッフ 
 

1.00 ヶ月 

 

1.00 ヶ月 2.00 ヶ月 

 

 



6 

 

２．具体的な要求案について 

１）社員支給表の要求案について（※技能社員含む） 

 

※2023 年 4 月 1 日に、社員から雇用形態を変更した技能社員についても、今回の賞与が、社

員として在籍中の 2022 年度の業績や評価に基づいて支給がおこなわれることから、支給の対象

となります。（支給表は、2022年度在籍のステージとなります。） 

 

社員と技能社員の 2023年 6月支給賞与については、以下の通り要求します。 

 

(ア)            ①支給表要求 

■ ステージＢ 

   

 

 

 

 

 

 

 
■ ステージＣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※2023年 4月 1日に入社したステージＣｔと技能見習員については、0.50ヶ月を要求します。 

※2023年 4月 1日にメイト社員から社員への転換者については、1.70ヶ月を要求します。 

 

(イ)      ②評価分布要求 

評価分布については、以下の通り要求します。 

 

■ ステージＢ 

Ｂ評価以上を中心とした分布とする 

■ ステージＣ 

評価をポイント表に基づき、ポイント換算し、全体平均を 4.1ポイント以上とする 

 

 
 

 

 
(ウ)  

(エ)            

【ステージC賞与評価ポイント表】

評価 S A B C D

ポイント 6 5 4 3 2

【6月賞与支給表】

６月支給ヶ月 支給ヶ月 Ｂ１ Ｂ２ Ｂ３ Ｂ４ Ｂ５ Ｂ６新任 Ｂ７

1.00ヶ月 Ｓ 2.75 2.60 2.45 2.30 2.15 2.00 1.30

Ａ 2.35 2.20 2.05 1.90 1.75 1.60 0.90

Ｂ 1.95 1.80 1.65 1.50 1.35 1.20 0.50

Ｃ 1.55 1.40 1.25 1.10 0.95 0.80 0.10

Ｄ 1.15 1.00 0.85 0.70 0.55 0.40 0.00

＋

【6月賞与支給表】

C－２ C－１ C－t C‐２ C‐１ C‐ｔ

1.96ヶ月 1.85ヶ月 1.85ヶ月 S 190,000 110,000 110,000

A 140,000 80,000 80,000

B 90,000 50,000 50,000

C 40,000 20,000 20,000

D 0 0 0

資格別支給ヶ月 ＋ 資格別評価別定額　　　　　　　　（円）
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(オ)      ③支給対象・基準日・支給方法 
 

社員と技能社員の支給対象・基準日・支給方法を以下の通り要求します。 

１．2023年 6月賞与 

１）支給対象 

 2022年 10月 1日から 2023年 3月 31日まで勤務し、引き続き支給当日在籍している者。ただし、

期間中欠勤・休職日数等(育児休職・介護休職等※)のあるものは、それぞれ定めた支給方法で支

給する。その際、欠勤日数・休職日数等は期間中の休日・休暇等を除く実質日数とし、それによ

り出勤日数を算出する。なお、賞与日割についてはそれぞれの期間の所定労働日数を基礎に算出

する。※その他の無給の休暇・休職等も含む 

２) 基準日 

 本給および資格は、2023年 3月 31日現在とする。 

※2022年 10月 1日から 2023年 6月 1日までに社員からエルダースタッフに転換した者は、 

エルダースタッフとしての賞与を支給する。 

※2023年 4月 1日にメイト社員から社員に転換した者は 4月 1日現在とする。 

 

 

３）支給方法 

① ステージ Ｃ２ 

a) 期間中欠勤のない者  

本給× 1.96ヶ月 ＋ 資格別評価別定額 

 

  b) 期間中欠勤・休職のある者  

(本給× 1.96ヶ月×        ) ＋（ 資格別評価別定額 ×               ） 

 

 

② ステージＣ１・Ｃｔ（2022年度以前入社） 

a) 期間中欠勤のない者  

本給× 1.85ヶ月 ＋ 資格別評価別定額 

 

  b) 期間中欠勤・休職のある者  

(本給× 1.85ヶ月×        ) ＋（ 資格別評価別定額 ×               ） 

 

 

③  ステージ Ｂ 

a) 期間中欠勤のない者 

（本給 × 1.00ヶ月) ＋（本給 × 役割別評価別支給ヶ月） 

 

b) 期間中欠勤・休職のある者  

（本給 × 1.00ヶ月×        ）＋(本給×役割別評価別支給ヶ月×       ） 

 

 

※細部については労使協議の上決定する。 

 

 

出勤日数
所定出勤日数

出勤日数
所定出勤日数

出勤日数
所定出勤日数

出勤日数
所定出勤日数

出勤日数
所定出勤日数

出勤日数
所定出勤日数
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◼ 賞与支給予定日： 2023年 6月 15日（木） 

２）メイト社員支給表の要求案について 

 

メイト社員の 2023年 6月支給賞与については、以下の通り要求します。 

 

①支給表要求 

 

 

 

 

 
②評価分布要求 

メイト社員の評価分布については、以下の通り要求します。 

 

Ｂ評価以上を中心とした分布とする。 

 
 

③支給対象・基準日・支給方法 

メイト社員の支給対象・基準日・支給方法を以下の通り要求します。 

１．2023年 6月賞与 

１）支給対象 

 2022年 10月 1日から 2023年 3月 31日まで勤務し、引き続き支給当日在籍している者。ただ

し、期間中欠勤・休職日数等(育児休職・介護休職等※)のあるものは、それぞれ定めた支給方

法で支給する。その際、欠勤日数・休職日数等は期間中の休日・休暇等を除く実質日数とし、

それにより出勤日数を算出する。なお、賞与日割についてはそれぞれの期間の所定労働日数を

基礎に算出する。※その他の無給の休暇・休職等も含む 

２）基準日 

 本給は、2023年 3月 31日現在とする。 

※2022年 10月１日から 2023年 6月 1日までにメイト社員からエルダースタッフに 

転換した者は、エルダースタッフとしての賞与を支給する。 

 

３）支給方法  

a) 期間中欠勤のない者 ： 本給×評価別支給ヶ月  

   b) 期間中欠勤・休職のある者 ： （本給×評価別支給ヶ月 ×        ） 

 

※細部については労使協議の上決定する。 

 

◼ 賞与支給予定日： 2023年 6月 15日（木） 

出勤日数
所定出勤日数
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３）エルダースタッフ支給表の要求案について 

 

エルダースタッフの 2023年 6月支給賞与については、以下の通り要求します。 

 

①支給表要求 

 

 
 

 

 

 

②支給対象・基準日・支給方法 

エルダースタッフの支給対象・基準日・支給方法を以下の通り要求します。 

１．2023年 6月賞与 

１）支給対象 

 2022年 10月 1日から 2023年 3月 31日まで勤務し、引き続き支給当日在籍している者。        

※ただし、期間中欠勤・休職日数等(育児休職・介護休職等※)のあるものは、それぞれ定めた

支給方法で支給する。※その他の無給の休暇・休職等も含む 

２）基準日 

 時間給及び基本給は、2023年 6月 1日現在とする。   

※2022年 10月 1日から 2023年 6月 1日までにエルダースタッフに転換した者は、 

エルダースタッフとしての賞与を支給する。 

３）支給方法  

①時給制エルダースタッフ 

a)期間中欠勤のない者 ： みなし本給×1.00ヶ月 

（みなし本給＝時間給×週契約時間×52週／12ヶ月 ※円単位切り上げとする） 

b)期間中欠勤・休職のある者 ： 

   月初から月末までの 1ヶ月間にまったく出勤がない場合は、1／6を控除する。 

 

②月給制エルダースタッフ 

a) 期間中欠勤のない者 ： 基本給×1.00ヶ月 

   b) 期間中欠勤・休職のある者 ： 基本給×1.00ヶ月 × 

 

※細部については労使協議の上決定する。 

 
 

■賞与支給予定日： 2023年 6月 15日（木） 

 

 

6月支給ヶ月

1.00ヶ月

出勤日数
所定出勤日数
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Ⅲ．2023年度賞与交渉に当たっての業績評価指標の設定【審議決定事項】 

１．設定の考え方について 

ＩＭＰＤの賞与交渉については、新型コロナウィルスによる業績への影響など、グループとＩ

ＭＰＤの状況を踏まえ、21年度と 22年度の過去 2年間、支給のタイミングごとに支給水準を交

渉する「都度交渉」をおこなってきました。 

 

2023 年度の賞与交渉（23 年 12 月賞与・24 年 6 月賞与）については、グループとＩＭＰＤに

おいて、一定の業績回復が図れたと捉え、ベースとなる年間賞与支給表（※2023 年度年間賞与

支給表はＰ11 を参照）により支給をおこなうことを前提とした「半期交渉」の形態としていき

ます。 

 

半期交渉をおこなうに当たっては、交渉のベースとなる業績評価指標を設定し、実際の賞与交

渉において、業績評価指標の状況を踏まえながら、交渉により支給ヶ月を決定していきます。 

 

具体的な業績評価指標については、定量的に図ることができる指標として、23 年度営業利益

目標に対する進捗状況と、定性的に図ることができる指標として、23 年度年度計画（アクショ

ンプラン）の進捗状況の 2つを設定し、それぞれを総合的に勘案しながら交渉をおこなっていき

ます。 

 

 

２．設定内容 

【2023年度業績評価指標】 

定量的な指標 全社営業利益目標の予算比 

定性的な指標 2023年度ＩＭＰＤ年度計画（アクションプラン） 

※2023年度期初営業利益目標：600百万円 

 

 

＜参考：半期交渉と都度交渉について＞ 

半期交渉 
ベースとなる賞与支給表があり、期初に設定した業績評価指標に

基づき、支給表の見直しの有無の確認を含め交渉をおこなう。 

都度交渉 

ベースとなる賞与支給表によらず、直近の業績（ＩＭＰＤは位置

づけを踏まえグループ業績も含む）を踏まえ、支給ヶ月の交渉を

おこなう。 

 

 

 

 



11 

 

＜参考：2023年度のベースとなる年間賞与支給表＞（※2023年 12月賞与から運用開始） 

■社員ステージＢ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■社員ステージＣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【12月賞与】 【6月賞与】 （等級別役割別支給ヶ月）

B3

支給ヶ月 支給ヶ月 支給ヶ月 役割① 役割② 役割③ 役割④

2.00 1.00 S 2.95 2.80 2.65 2.50

A 2.45 2.30 2.15 2.00

B 1.95 1.80 1.65 1.50

C 1.45 1.30 1.15 1.00

D 0.95 0.80 0.65 0.50

B2

支給ヶ月 支給ヶ月 役割① 役割② 役割③ 役割④

1.00 S 2.60 2.45 2.30 2.15

A 2.20 2.05 1.90 1.75

B 1.80 1.65 1.50 1.35

C 1.40 1.25 1.10 0.95

D 1.00 0.85 0.70 0.55

B1

支給ヶ月 支給ヶ月 役割① 役割② 役割③ 役割④ 初任

1.00 S 2.45 2.30 2.15 2.00 2.00

A 2.05 1.90 1.75 1.60 1.60

B 1.65 1.50 1.35 1.20 1.20

C 1.25 1.10 0.95 0.80 0.80

D 0.85 0.70 0.55 0.40 0.40

＜12月賞与＞
支給ヶ月
1.80 G3 G2 G1 Ct

S 1.00 0.95 0.90 0.85
A 0.70 0.65 0.60 0.55
B 0.40 0.35 0.30 0.25
C 0.10 0.05 0.05 0.05
D 0.00 0.00 0.00 0.00

＜6月賞与＞

C Ct G3 G2 G1 Ct
1.96 1.85 S 1.00 0.95 0.90 0.85

A 0.70 0.65 0.60 0.55
B 0.40 0.35 0.30 0.25
C 0.10 0.05 0.05 0.05
D 0.00 0.00 0.00 0.00

グレード別評価別支給ヶ月

グレード別評価別支給ヶ月支給ヶ月
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■技能社員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■メイト社員 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
■エルダースタッフ 

 

＜12月賞与＞ 

支給ヶ月 

1.00 

 
＜6月賞与＞ 

支給ヶ月 

1.00 

 

 

 

【12月賞与】
支給ヶ月 支給ヶ月 ４等級 ３等級 ２等級 １等級 見習員
1.00 S 2.05 2.00 1.75 1.70 1.65

A 1.65 1.60 1.45 1.40 1.35
B 1.25 1.20 1.15 1.10 1.05
C 0.85 0.80 0.85 0.80 0.75
D 0.45 0.40 0.55 0.50 0.45

【6月賞与】
支給ヶ月 支給ヶ月 ４等級 ３等級 ２等級 １等級 見習員
1.00 S 2.20 2.15 1.90 1.85 1.70

A 1.80 1.75 1.60 1.55 1.40
B 1.40 1.35 1.30 1.25 1.10
C 1.00 0.95 1.00 0.95 0.80
D 0.60 0.55 0.70 0.65 0.50

＜12月賞与＞

支給ヶ月 S A B C D
G2 1.65 1.50 1.25 1.00 0.85
G1 1.60 1.45 1.20 0.95 0.80

＜6月賞与＞

支給ヶ月 S A B C D
G2 1.75 1.60 1.35 1.10 0.95
G1 1.70 1.55 1.30 1.05 0.90
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Ⅳ．2023年 6月支給賞与について 【報告事項】 

 

2023 年 6 月賞与については、前段でお伝えした通り、2022 年度のＩＭＰＤの業績が当

初予算に未達の結果となりつつも、その要因を精査した結果、支給表通りの満額要求をお

こないます。 

ＩＭＰＤは、2023年度以降、あらたな大型案件の計画推進、グループ連邦戦略に基づく

外商との連携や、まち化の取り組み推進などにより、更なる躍進が期待されています。 

それらをすすめるに当たっては、メンバーの一人ひとりが会社の目指す方向性に向け、

モチベーション高く力を発揮し続けられる状況が重要です。 

2023年度については、ＩＭＰＤとして 600百万円の営業利益目標を掲げ、取り組みをス

タートしています。 

また、2023年度は、1日の所定労働時間が 10分短縮（7時間 45分→7時間 35分）され

ており、より効率的な働き方が求められる状況ともなります。 

組合としても、現場活動により一層注力し、メンバーの皆さんがより働きやすいと感じ

られる環境の構築に向け、取り組んでいきたいと考えています。 

ＩＭＰＤの 10年ビジョン達成に向け、共に頑張っていきましょう。 

 

 

 

 

Ⅴ．今後のスケジュール  

 この先の予定としては、限定メンバーズＶＯＩＣＥを開催後、支部大会にて審議決定し、

労使協議会を開催の上、会社に要求をおこないます。 

 詳細スケジュールについては、下記の通りです。 

 

 

時期 内容 

4月 20日（木） 本部執行委員会審議 

4月 26日（水） 支部評議員会：議案書審議 

5月 1日（月）～5月 17日（水） 限定メンバーズＶＯＩＣＥ（動画配信） 

●月●日（●） 支部評議員会：要求案審議 

5月 26日（金） 労使協議会 

6月 15日（木） 賞与支給日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日程調整中 
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～労働組合からのお知らせ～ 
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